
自立支援医療費（精神通院）を受給される方へ 
 

複数の医療機関を申請する場合、医療に重複がなく、やむを得ない事情があることを客観的で正確に判定する

ため、下記の通りの取り扱いとなります。訪問看護についても書面での指示を確認します。 

●複数の医療機関で診察を受ける場合 

≪新規申請・診断書添付の更新申請のとき≫ 

⇒すべての医療機関の診断書が必要です 

 

 

 

 
 

≪有効期限の途中に追加する、または、診断書なしの更新申請時に追加するとき≫ 

⇒新しく追加する医療機関の診断書が必要です 

 

 

 

 

●診察する医療機関と別の医療機関で 

検査・デイケア・作業療法・認知行動療法・リワーク等を受ける場合 
【Ⓐ医療機関：診察する医療機関 Ⓑ医療機関：検査・デイケア等を実施する医療機関】 

 

≪新規申請、または、診断書添付の更新申請のとき≫ 

⇒「Ⓐ医療機関の診断書 

  ＋（プラス） 

ⒶかⒷ医療機関の意見書（裏面参照） または Ⓑ医療機関の診断書」 が必要です 

 

 

 

 

≪有効期限の途中に追加する、または、診断書なしの更新申請時に追加するとき≫ 

⇒「ⒶかⒷ医療機関の意見書（裏面参照） または Ⓑ医療機関の診断書」 が必要です 

 

 

 

 

●新たに訪問看護を利用する場合 

⇒「訪問看護指示書」の写しが必要です 

 

  

それぞれの医療機関の診断書備考欄に 

「互いの医療を了解していること」と 

「複数受診が必要な理由」 

を明記してもらってください 

 

 
登録するすべての医療機関の診断書 

 

新しく追加する医療機関の診断書 

 
Ⓐ医療機関の診断書 

 
ⒶかⒷ医療機関の意見書 

またはⒷ医療機関の診断書 

 
ⒶかⒷ医療機関の意見書 

またはⒷ医療機関の診断書 

 
「訪問看護指示書」の写し 

診断書添付の更新申請と同時の場合は 

診断書で指示内容を確認しますので、 

指示書の写しは不要です 



 

 
※見本 （ⒶかⒷ医療機関の意見書） 

〈様式は市役所（または支所）担当窓口にあります〉 


